
柏市選挙管理委員会  令和元年第６回定例会  会議録  

 

会議年月日 令和元年６月３日（月） 午前１０時００分  

会議場所  柏市中央体育館管理棟１階  選挙管理委員会事務室 

日 程 

 １ 開   会 

 ２ 事務報告  

 ３ 議   事 

   議案第１号  選挙人名簿から抹消することについて  

   議案第２号 選挙人名簿に登録する者を定めることについて  

   議案第３号 直接請求に必要な選挙人の数について  

   議案第４号 在外選挙人名簿から抹消することについて  

   議案第５号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて  

   議案第６号 選挙人名簿の登録の移替えの延期について  

   議案第７号 不在者投票に係る投票用紙等の郵送開始日を定めるこ

とについて  

   議案第８号 在外選挙人の国内における不在者投票の投票用紙等の

発送開始日を定めることについて  

   議案第９号 国外不在者投票における投票用紙等の交付又は郵送開

始日を定めることについて  

   議案第１０号 直接請求のための署名収集行為の禁止期間について  

 ４ その他  

  (1) 今後の予定等  

 ５ 閉   会 

出 席 委 員 榊󠄀 隆夫，前之園  明良，伊藤  美八江，夏目 琴美 

欠 席 委 員 なし  

出 席 書 記 有賀  浩一，小野  健一郎，岡田 重文 

欠 席 書 記 なし  

 

１ 開会 

榊󠄀委員長が挨拶及び開会の宣言をした。  

２ 事務報告  



有賀事務局長が令和元年第５回定例会以降の主な事務について報告

をした。  

３ 議事 

 (1) 議案第１号  選挙人名簿から抹消することについて  

  ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。  

  イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  

  ウ 委員から，公職選挙法第２８条第４項の規定により抹消すること

となった者について質問があり，事務局から「転出届の提出無しに

市外に転出して４ヵ月以上が経過した後に転出届が提出されたこ

とにより，前回の定時登録時に選挙人名簿に登録されるべきではな

かったことが判明した者である」ことを回答した。  

  エ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

 (2) 議案第２号  選挙人名簿に登録する者を定めることについて  

ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。 

イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  

ウ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

 (3) 議案第３号  直接請求に必要な選挙人の数について  

  ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。  

  イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  

  ウ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

 (4) 議案第４号 在外選挙人名簿から抹消することについて  

  ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。  

  イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  

  ウ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

 (5) 議案第５号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて  

  ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。  

  イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  

  ウ 委員から，登録者が１６名というのは例月に比して多いがその理



由について質問があり，事務局から「推測の域を出ないが，参議院

議員通常選挙が近づいていることをきっかけとして，投票を希望す

る者による登録申請が増えているのではないか。」と回答した。  

  エ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

 (6) 議案第６号  選挙人名簿の登録の移替えの延期について  

  ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。  

  イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  

  ウ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

 (7) 議案第７号  不在者投票に係る投票用紙等の郵送開始日を定める

ことについて  

  ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。  

  イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  

  ウ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

 (8) 議案第８号  在外選挙人の国内における不在者投票の投票用紙等

の発送開始日を定めることについて  

  ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。  

  イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  

  ウ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

 (9) 議案第９号  国外不在者投票における投票用紙等の交付又は郵送

開始日を定めることについて  

  ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。  

  イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  

  ウ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

 (10) 議案第１０号 直接請求のための署名収集行為の禁止期間につい

て 

  ア 榊󠄀委員長が議案を提出し，事務局に趣旨説明を求めた。  

  イ 有賀事務局長が議案を朗読の上，趣旨説明を行った。  



  ウ 榊󠄀委員長が委員全員に異議がないことを確認し，議案は原案のと

おり決定された。  

４ その他（今後の予定等）  

次の会議までの間の主な行事予定等について，事務局から説明を行っ

た。 

５ 閉会 

榊󠄀委員長から閉会の宣言があり，第６回定例会は，午前１０時４０分

に閉会した。  

 


